
平成２９年度宍粟市子ども・子育て支援事業計画の実施状況実績について

■教育・保育ニーズ [こども未来課] （平成30年3月末現在）

H29年度計画 H29年度実績

4月1日 3月31日(C)

教育（1号）3歳児
（幼稚園、認定こども園）

63人 21人 18人 18人 0人

教育（1号）4-5歳児
（幼稚園、認定こども園）

274人 273人 276人 276人 0人

合　計 337人 340人 294人 294人 294人 0人

保育（3号）0歳児
（保育所、認定こども園）

88人 77人 19人 77人 81人 4人

保育（3号）1-2歳児
（保育所、認定こども園）

310人 311人 306人 332人 333人 1人

保育（2号）3-5歳児
（保育所、認定こども園）

498人 552人 495人 499人 500人 1人

合　計 896人 940人 820人 908人 914人 6人

事業名 H29年度の実施状況

公立幼稚園１０園（２６８人）
私立認定こども園２園（２６人）

公立保育所５所（２０８人）
私立保育所８園所（５６７人）
私立認定こども園２園（１３３人）

※待機児童０人
   潜在待機児童６人（特定の園を希望）

利用希望
者
(D)

利用定員
（B)

園所児童数
（D)-（C)

量の見込み
（A)

H29年度の実施状況

340人

※※

資料２



平成２９年度宍粟市子ども・子育て支援事業計画の実施状況実績について

■地域子ども・子育て支援事業 （平成30年3月末現在）

H29年度計画 計画との差

量の見込み（A) 提供量（B) 利用希望者数 （B)-（A)

①利用者支援事業
　　[保健福祉課]

1か所 1か所 ― 0か所
基本型（しーたん広場）
開放日：228日
参加延数：1,958組（日当り９組）　4,531人（保護者1,985人　子ども2,546人）

②時間外保育事業（延長保育事業）
　　[こども未来課]

104人 82人 82人 △ 22人
認可保育所６園・認定こども園１園
実利用人員８２人（延べ６，０６８日／年）

③放課後児童健全育成事業（学童保育所）
　　[こども未来課]

359人 385人 300人 26人
市立学童保育所１１所　  ２６１人（定員３４５人）
くりのみ学童クラブ  　　　 　３９人（定員　４０人）

④子育て短期支援事業
　　[保健福祉課]

0人 0人 0人 0人 児童福祉施設３箇所と委託契約を行い、支援体制を整えている。

⑤乳幼児家庭全戸訪問事業
　　[保健福祉課]

256人 210人 210人 △ 46人
母子保健事業としての新生児訪問と一体的に実施した。
出生数の減少により計画との差が生じている。

⑥養育支援訪問事業
　　[保健福祉課]

5人 0人 0人 △ 5人 社会福祉協議会と委託契約を行い、支援体制を整えている。

⑦地域子育て支援拠点事業
　　[保健福祉課]

1,592人 1,202人 1,202人 △ 390人
山崎子育て支援センター ４１６人　　一宮子育て支援センター ２３０人
波賀子育て支援センター ３５９人　　千種子育て支援センター １９７人
対象児数等の異なりにより計画との差が生じている。

事業名
[担当部署]

H29年度の実施状況
H29年度実績



平成２９年度宍粟市子ども・子育て支援事業計画の実施状況実績について

■地域子ども・子育て支援事業 （平成30年3月末現在）

H29年度計画 計画との差

量の見込み（A) 提供量（B) 利用希望者数 （B)-（A)

事業名
[担当部署]

H29年度の実施状況
H29年度実績

⑧一時預かり事業（幼稚園在園児対象）
　　[こども未来課]

17,383人 16,676人 16,676人 △ 707人
幼稚園５園
実利用者９４人（延べ16,676人／年）

⑧一時預かり事業（幼稚園在園児以外）
　　[こども未来課]

4,670人 1,600人 1,600人 △ 3,070人
認可保育所５園・認定こども園２園
実利用人員８６人（延べ１，６００日／年）

⑨病児・病後児保育事業
　　[社会福祉課]

1,033人 0人 0人 △ 1,033人
実施はしていないが、県より事業概要等の説明を受け、関係部署と実施に
向けて協議を行っている。

⑩ファミリーサポートセンター事業
（就学児のみ）
　　[社会福祉課]

67人 565人 565人 498人
小学校に就学し、校区外の学童への送迎を希望する会員があり、利用人数
が増加しているが、ニーズには対応できている。

⑪妊婦健康診査事業
　　[保健福祉課]

3,192人 2,440人 2,440人 △ 752人
１人あたりの助成上限を14回で９３，０００円とした助成券を交付し、妊婦が
希望する産婦人科で受診ができるもので、対象者数の減少により計画との
差が生じている。


